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人工衛星等の打上げ及び人工衛星の管理に関する法律の概要（通称：宇宙活動法）

人工衛星の管理を許可制とし、①
宇宙諸条約の的確かつ円滑な実
施、②宇宙空間の有害な汚染等の
防止、③再突入における着地点周
辺の安全確保等について事前審査。

１．人工衛星等の打上げ及び人工衛星の管理に伴い
地上で発生した第三者損害を無過失責任とし、打上
げ実施者については責任を集中する。

２．打上げ実施者に第三者損害を賠償するための保険
の締結等を義務づけ。

３．２の損害賠償担保措置でカバーできない損害につ
いて、政府が補償契約を締結できる制度を導入。

政府補償契約
（一定の金額）

事
業
者
免
責

（
裁
判
所
の
し
ん
酌

）

打上げ実施者の負担

民間保険契約等
（ロ ケットの設計、打上げ施設毎に定める金額）

１．人工衛星等の打上げを許可制とし、
飛行経路周辺の安全確保、宇宙諸
条約の的確かつ円滑な実施等につ
いて事前審査。

２．ロケットの型式設計、打上げ施設の
基準への適合性について事前認定
制度を導入。

安全の確保

人工衛星等の打上げに係る許可制度 人工衛星の管理に係る許可制度 第三者損害賠償制度

２．法律の概要

©JAXA©JAXA

１．法律の必要性及び背景

○我が国における民間による宇宙活動の進展に伴い、これに対応した宇宙諸条約
の担保法が必要
（背景）
• 宇宙諸条約に基づけば、自国の非政府団体の宇宙活動に対しては、国の許可及び
継続的監督が必要（宇宙条約第6条）。

• 我が国以外の世界21か国（米仏露中韓等）においては、担保法を制定済み。

○我が国の民間事業を推進するためにも、予見性を高めるため制度インフラとして
法整備が必要
（背景）
• 米国では商業打上げ法により、遵守すべき基準等の明確化、政府の補償制度の導
入を行い、事業リスクの低減化を実施。SpaceX社等が商業打上げ市場へ新規参入。

超小型衛星打上げロケット（イメージ）
（日）インターステラテクノロジズ社

民間発小型衛星
（日）アクセルスペース社

ファルコン９ロケット
（米）スペースX社
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人工衛星等の打上げ及び人工衛星の管理に関する法令等

法令の体系
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人工衛星等の打上げ及び人工衛星の管理に関する法律施行規則

人工衛星等の打上げ及び人工衛星の管理に関する法律

人工衛星等の打上げ及び人工衛星の管理に関する法律施行令

人工衛星等の打上げ及び人工衛星の管理に関する法律に基づく
審査基準・標準処理期間

法律

政令

府令

基準等に関するガイドライン
• 人工衛星等の打上げに係る許可に関するガイドライン
- 別紙 傷害予測数計算条件及び方法（ロケット）

• 人工衛星の打上げ用ロケットの型式認定に関するガイドライン

• 打上げ施設の適合認定に関するガイドライン

• 人工衛星の管理に係る許可に関するガイドライン
- 別紙 傷害予測数計算条件及び方法（人工衛星）

申請マニュアル
• 人工衛星等の打上げ及び人工衛星の管理に関する法律に関する申請
マニュアル
- 別紙1 ロケット記載例
- 別紙2 人工衛星記載例



必要最小限の基準

・宇宙諸条約の実施、公共の安全を確保するための必要最小限の基準とすること

新規技術への対応

・新規事業者等による、新たな技術など多様な技術に対応できること

国内外の動向

国際標準等（※1）、諸外国の規制の動向（※2） 、これまでの国内における基準
及び取組（※3）等を踏まえること 等

※1 ： COPUOS（国連宇宙空間平和利用委員会）スペースデブリ低減ガイドライン
ISO24113スペースデブリ低減要求
ISO14620 安全要求
IADC（国際機関間スペースデブリ調整委員会）スペースデブリ低減ガイドライン
COSPAR（宇宙空間研究委員会）惑星保護指針 等

※2 ：アメリカやフランスのロケット及び人工衛星に関する技術基準 等

※3 ：文部科学省宇宙開発利用部会ロケットによる人工衛星等の打上げに係る安全対策の評価基準
宇宙航空研究開発機構 JMR-001 システム安全標準
宇宙航空研究開発機構 JERG-1-007 射場運用安全技術基準
日本航空宇宙工業会弾道ロケット打上げ安全実施ガイドライン 等

人工衛星等の打上げ及び人工衛星の管理に関する法令等

技術基準等の検討にあたって留意した事項
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申請プロセス (1/2)

以下の各申請に関する申請者は、同じ者でも、
それぞれ別の者でも構いません。
É 人工衛星等の打上げに係る許可
É 人工衛星の打上げ用ロケットの型式認定
É 打上げ施設の適合認定

ただし、
『打上げ施設の適合認定』を申請する場合は、
“人工衛星の打上げ用ロケットの型式認定“を
受けている必要があります。

標準処理期間※事前に型式認定、適合認定を受けていれば、ロケットの打上げ許可
申請時は各々の認定番号を記載することで申請手続を簡略可能です。

人工衛星等の打上げに係る許可

１～３箇月 ４～６箇月

標準処理期間

申請項目 標準処理期間

ロケットの打上げ許可
１～３箇月（型式認定ありの場合）
４～６箇月（それ以外の場合）

ロケットの型式認定 ４～６箇月

打上げ施設の適合認定 １～３箇月
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V 国内に所在する人工衛星管理設備を用いて人工衛星の管理を行う場合は、国外で打ち上げら

れた人工衛星であっても人工衛星の管理の許可を受ける必要があります。

V 定常運用に用いる人工衛星管理設備が海外に所在する場合でも、初期運用等、一部期間で国

内に所在する人工衛星管理設備を用いて人工衛星の管理を行う場合においては許可を受ける

必要があります。

V なお、法の全面施行の際、現に行われている人工衛星の管理については本申請の適用対象外

となります。ここで、現に行われている人工衛星の管理とは、一般的には既に軌道上で人工

衛星の管理が開始されていること（海外に所在する人工衛星管理設備のみを用いてその管理

が開始されている場合を含む）をいいます。

V 本申請は、人工衛星等の打上げに係る許可の申請とは別に、人工衛星を管理しようとする者

が申請してください。

標準処理期間
申請項目 標準処理期間

人工衛星の管理の許可 １５日～３箇月

人工衛星の管理に係る許可

申請プロセス (2/2)
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(1)人工衛星の管理に係る許可を受ける必要がある場合の具体例

① 国内又は国外のロケットで打ち上げられた人工衛星を、国内に所在する人工衛星管
理設備を用いて管理する場合

② 人工衛星の位置を把握したり制御したりする信号の一部又は全部を国内の運用場所
（電子計算機が存在する場所）で生成し、当該信号をネットワーク等を経由して国内
の地上局は用いずに国外の地上局のみから送信し、人工衛星を管理する場合

③ 国外に引き渡す人工衛星について、国内に所在する人工衛星管理設備を用いて初期
運用を行う場合

④ 国外の人工衛星管理設備のみを用いて管理されていた人工衛星を、その管理の途中
から国内に所在する人工衛星管理設備を用いて管理を開始する場合

⑤ 宇宙ステーション補給機の貨物として宇宙ステーションに輸送された後、当該宇宙
ステーションからの放出により国内に所在する人工衛星管理設備を用いて人工衛星の
管理を開始する場合

⑥ 人工衛星からの分離物について、分離後に国内に所在する人工衛星管理設備を用い
てその管理を行う場合

人工衛星の管理に係る許可申請の要不要例①
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(2)人工衛星の管理に係る許可を受ける必要がない場合の具体例

① 国内のロケットで打ち上げる人工衛星であるが、国内に所在する人工衛
星管理設備を用いて管理を行わない場合

② 人工衛星の位置を把握したり制御したりする信号を国外の運用場所で生
成し、当該信号をネットワーク等を経由して国内の地上局から送信し、
国外の人工衛星を管理する場合

③人工衛星管理設備を用いて人工衛星の位置、姿勢及び状態を把握するが、
これら全てを制御しない場合（バスの制御を一切行わない場合）

④宇宙ステーション補給機の貨物として宇宙ステーションに輸送された後、
当該宇宙ステーションの外部に配置され一体運用される場合

⑤ 人工衛星からの分離物について、分離後にその管理を行わない場合（位
置、姿勢及び状態の把握を行わない場合や、これら全てを制御しない場
合）

人工衛星の管理に係る許可申請の要不要例②
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主要関係部署一覧

各種法規制に係る主要関係部署を識別し、
「担当窓口」及び「手続、法定資格等が必要な場合の例」を
一覧として示した。

○人工衛星等の打上げに伴う各種法規制に係る主要関係部署一覧
【各種関連法規制】

電波法、消防法、毒物及び劇物取締法、労働安全衛生法、
火薬類取締法、高圧ガス保安法、航空法、水路通報等に関する手続き

⇒申請マニュアル 9項 表1

○人工衛星の管理に伴う各種法規制に係る主要関係部署一覧
【各種関連法規制】

電波法、消防法、毒物及び劇物取締法、労働安全衛生法、
火薬類取締法、高圧ガス保安法、外国為替及び外国貿易法、
水路通報等に関する手続き

⇒申請マニュアル 9項 表２
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記載例

申請マニュアルの別紙として、記載例を掲載していますので、
記載の際は参照してください。

- 別紙1 ロケット記載例
- 別紙2 衛星記載例
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スケジュール

ü平成29年11月15日

・宇宙活動法の一部施行（許認可申請の受付開始）

・施行規則・審査基準の公布

・ガイドライン・マニュアル初版制定

ü平成30年３月下旬

・ガイドライン・マニュアル改訂第１版制定

ü平成30年６月６日～７月５日

・施行規則改正府令案（賠償関係）パブリックコメント

ü平成30年８月末頃（予定）

・施行規則改正府令の公布

ü平成30年11月15日

・宇宙活動法の本施行
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窓口

申請提出先
〒100 -0013 東京都千代田区霞が関3-7-1 霞が関東急ビル16 階

内閣府 宇宙開発戦略推進事務局 宇宙活動法担当 宛て

受付時間：月曜日から金曜日 9:30 ～12:00 、13:00 ～17:00
（祝日法に定める休日、及び12月29日から翌年1月3日を除く。）

郵送の場合は、中身が分かるように申請内容を封筒に朱書きした上で送付し
てください。

β事前のご相談についても受け付けております。

申請後の手戻りを避けるため、ご利用ください。

11



下記のURLから、申請に関する資料、情報、様式等にアクセスできますので、

ご利用ください。

http ://www8.cao.go.jp/space/application/space_activity/application.html

ホームページ
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